
不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四号） 
 

（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の

誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ

る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを

目的とする。 

 
（定義） 

第二条 この法律で「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、

当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、

次項及び第十一条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。 

２ この法律で「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる

目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含

む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者（事

業者団体の構成員である事業者をいう。第二十条において同じ。）の出資を有し、営利

を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現

にその事業を営んでいるものを含まないものとする。 

一 二以上の事業者が社員（社員に準ずるものを含む。）である一般社団法人その他の

社団 

二 二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している

一般財団法人その他の財団 

三 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体 

３ この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その 

 方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかど 

 うかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引（不動産に 

 関する取引を含む。以下同じ。）に付随して相手方に提供する物品、金 

 銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう 。 

４ この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給す

る商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引 に関する事項について行う広

告その他の表示であつて、内閣総理大臣が 指定するものをいう。 

 

（景品類の制限及び禁止） 

第三条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総

額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の



提供を禁止することができる。 

 

（不当な表示の禁止） 

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに

該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似

の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると

示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の

相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘

引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ

るもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者

に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

２ 内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判断するため必

要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏

付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、

当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条の規定の適用については、当該表示

は同号に該当する表示とみなす。 

 

（公聴会等及び告示） 

第五条 内閣総理大臣は、第二条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項第三号の規定

による指定若しくは第三条の規定による制限若しくは禁止をし、又はこれらの変更若し

くは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係

事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。 

２ 前項に規定する指定並びに制限及び禁止並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつ

て行うものとする。 

 

（措置命令） 

第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定

に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為

が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その



他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている

場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅

したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当

該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者 

 

（都道府県知事の指示） 

第七条 都道府県知事は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定

に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しく

はその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連す

る公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既にな

くなつている場合においても、することができる。 

 
（内閣総理大臣への措置請求） 

第八条 都道府県知事は、前条の規定による指示を行つた場合において当該事業者がその

指示に従わないとき、その他同条に規定する違反行為を取りやめさせるため、又は同条

に規定する違反行為が再び行われることを防止するため必要があると認めるときは、内

閣総理大臣に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることがで

きる。 

２ 前項の規定による請求があつたときは、内閣総理大臣は、当該違反行為について講じ

た措置を当該都道府県知事に通知するものとする。 

 

（報告の徴収及び立入検査等） 

第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、

当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若し

くは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその

職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事

業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させることができる。 

２ 都道府県知事は、第七条の規定による指示又は前条第一項の規定による請求を行うた

め必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のあ

る事業者に対し景品類若しくは表示に関する報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物



件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係

のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他

の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

３ 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

に提示しなければならない。 

４ 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

 
（適格消費者団体の差止請求権） 

第十条 消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）第二条第四項に規定する適格消費者

団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に

行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又

は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停

止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同

種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著し

く優良であると誤認される表示をすること。 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の

相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 

 

（協定又は規約） 

第十一条 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に

関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の

誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を

確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しよう

とするときも、同様とする。 

２ 内閣総理大臣及び公正取引委員会は、前項の協定又は規約が次の各号のいずれにも適

合すると認める場合でなければ、同項の認定をしてはならない。 

一 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者

間の公正な競争を確保するために適切なものであること。 

二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。 

三  不当に差別的でないこと。 

四 当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約から脱退することを不

当に制限しないこと。 

３ 内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項の認定を受けた協定又は規約が前項各号



のいずれかに適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければ

ならない。 

４ 内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項又は前項の規定による処分をしたときは、

 内閣府令で定めるところにより、告示しなければならない。 

５ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第

七条第一項及び第二項（同法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場

合を含む。）、第八条の二第一項及び第三項、第二十条第一項、第七十条の十三第一項

並びに第七十四条の規定は、第一項の認定を受けた協定又は規約及びこれらに基づいて

する事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。 

 

（権限の委任） 

第十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者

庁長官に委任する。 

２ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一

部を公正取引委員会に委任することができる。 

３ 公正取引委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、

その結果について消費者庁長官に報告するものとする。 

 

（内閣府令への委任） 

第十三条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府

令で定める。 

 

（協議） 

第十四条 内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第四項並びに前条に規定する内閣府令（同

条に規定する内閣府令にあつては、第十一条第一項の協定又は規約について定めるもの

に限る。）を定めようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければな

らない。 

 

（罰則） 

第十五条 第六条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の

罰金に処する。 

２ 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。 

 

第十六条 第九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報

告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは

忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし



た者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 

 
第十七条 第九条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報

告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは

忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし

た者は、五十万円以下の罰金に処する。 
 
第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 

一 第十五条第一項 三億円以下の罰金刑 

二 第十六条又は前条 各本条の罰金刑 

２ 法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務

又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 

一 第十五条第一項 三億円以下の罰金刑 

二 第十六条又は前条 各本条の罰金刑 

３ 前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表す

るほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法（昭和二十

三年法律第百三十一号）の規定を準用する。  

 
第十九条 第十五条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その

防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じな

かつた当該法人（当該法人で事業者団体に該当するものを除く。）の代表者に対しても、

同項の罰金刑を科する。 

 
第二十条 第十五条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その

防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じな

かつた当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者（事業者

の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場

合には、当該事業者を含む。）に対しても、それぞれ同項の罰金刑を科する。 

２ 前項の規定は、同項に規定する事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はそ

の構成事業者が法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員

又は管理人に、これを適用する。 

 
 



○消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成二十

一年法律第四十九号） 
    附 則（抄） 
（不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置） 
第六条 第十二条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法（以下この条にお

いて「旧景品表示法」という。）第五条第一項又は第十二条第一項若しくは第四項の規定

により発せられた公正取引委員会規則は、第十二条の規定による改正後の不当景品類及

び不当表示防止法（以下この条において「新景品表示法」という。）第五条第一項又は第

十一条第一項若しくは第四項の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣

府令としての効力を有するものとする。 
２ 施行日前に公正取引委員会がした旧景品表示法第三条の規定による制限又は禁止は、

施行日に内閣総理大臣がした新景品表示法第三条の規定による制限又は禁止とみなす。 
３ 新景品表示法第六条の規定は、施行日前にされた旧景品表示法第三条の規定による制

限若しくは禁止又は旧景品表示法第四条第一項の規定に違反する行為についても適用が

あるものとする。ただし、施行日前に旧景品表示法第六条第一項の規定による命令がさ

れた場合における当該命令及び当該命令に係る違反行為に関する私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）の規定の適用並びに当該命

令についての不服の申立てについては、なお従前の例による。 
４ この法律の施行の際現に旧景品表示法第十二条第一項の規定により認定を受けている

協定又は規約は、施行日に新景品表示法第十一条第一項の規定により内閣総理大臣及び

公正取引委員会の認定を受けた協定又は規約とみなす。 
５ 施行日前に旧景品表示法第十二条第一項又は第三項の規定により公正取引委員会がし

た処分についての不服の申立てについては、なお従前の例による。 
 （罰則の適用に関する経過措置） 
第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 


